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[bookmark: _Toc20054930]１．精算見込・次年度計画
· 時系列で表示されていますが、具体的なスケジュールは団体ごとに異なります。

	
項目
	
実行団体
	資金分配団体
	参照先・留意点
■：資料掲出リンク
◆：資金分配団体向け参照
◇：実行団体向け参照

	精算見込・次年度計画の策定

資金分配団体の提出期限：2021年12月 末
	 (
「精算見込・次年度計画」は
2022年度に資金分配団体の皆さまにJANPIAが支払う助成金について、JANPIAから預金保険機構に予算申請を行
うための手続きです。
 資金計画に基づき助成金が支払われる仕組みを踏まえ、基本的には現在の資金計画書の値で予算申請しますが、
2022年度助成金申請額を現在の資金計画
書の値
より
増額または
減額をしたい場合は
変更
予定
額をJANPIAに
提出
することで預保への予算申請額を変更します
。
)







	






③「精算見込・次年度計画に関する提出書類」の作成・提出
右記のリンクの様式に必要事項を記入し、JANPIAに提出してください。
2022年度助成金申請額を現在の資金計画より増額・減額したい場合は、別紙変更手続きを3月末までに実施してください（次項参照）。当該手続きは12月末時点では実施しなくても構いません。

☚「精算見込・次年度計画に関する提出書類」の実行団体からの提出は本年度はありませんので、確認不要です。



	





■精算見込・次年度計画に関する提出書類（資金分配団体）https://www.janpia.or.jp/dantai/dantai_gate/normal/2020/download/fund/06/seisanmikomi_jinendokeikaku.xlsx







	別紙変更の申請 

手続き期限：
2022年3月 末
	①【22年度の助成金を増額または減額する場合】別紙変更申請手続きの実施
2022年度予算を増額（23年度予算の前倒し）もしくは減額する場合のみ、4月の助成金申請前に別紙変更手続き（右記参照）を行ってください。

※資金提供契約書第6条（資金計画書に基く助成金支払）への対応として必要な手続きです。
※21年度残額の22年度資金計画への加算処理（繰り越し）は不要です。




	



②【22年度の助成金を増額または減額する場合】別紙変更申請手続きの実施
実行団体からの別紙変更申請手続きの結果や自団体での予算執行予定の見直しを受け、 22年度予算を増額（23年度予算の前倒し）もしくは減額する場合のみ、４月の助成金申請前に別紙変更手続き（右記参照）を行ってください。

※資金提供契約書第6条（資金計画書に基く助成金支払）への対応として必要な手続きです。
※21年度残高の22年度資金計画への加算処理（繰り越し）は不要です。

	
◆◇資金提供契約別紙の変更手続きのお知らせ（2021.4.21）
https://www.janpia.or.jp/dantai/dantai_gate/normal/2020/download/fund/04/04-5.pdf
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